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１．南部町指定地域密着型サービス事業所数 
 

 平成 31 年 2 月末日時点の事業所数は以下のとおりです。 

サービス種類 事業所数※ 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 １ 

夜間対応型訪問介護 ０ 

地域密着型通所介護 １ 

(介護予防)認知症対応型通所介護 ２ 

(介護予防)小規模多機能型居宅介護 ０ 

(介護予防)認知症対応型共同生活介護 10 

地域密着型特定施設入居者生活介護 ０ 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ２ 

看護小規模多機能型居宅介護 １ 

 ※ 介護予防サービスの指定も受けている事業所については、介護予防も含 

めて 1 事業所としています。 

 

 

 

２．実地指導実績 
 

○平成 29 年度 

サービス種類 指導事業所数 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1 

地域密着型通所介護 1 

(介護予防)認知症対応型共同生活介護 4 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 1 

 7 

○平成 30 年度 

サービス種類 指導事業所数 

地域密着型通所介護 1 

認知症対応型通所介護 1 

認知症対応型共同生活介護 3 

看護小規模多機能型居宅介護 1 

 6 
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３．実地指導における指摘事項等の種類 
 

  当町の実地指導においては、今年度は指摘事項と助言事項の 2 つの種類により、

指導結果を各事業者宛に通知しています。 

 

 ①指摘事項…指導後に改善内容を確認する必要があり、改善報告書にて改善内容の

確認が必要な事項です。一部報告を求めないものもあります。 

 ②助言事項…介護保険関係法令や通知等の違反は認められないものの、事業所の運

営の観点から改善することが望ましい事項です。 

 

 

 

４．介護保険事業所の運営における根拠法令等 
 

基準 

条例…南部町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に関

する条例(平成 25 年南部町条例第 2 号) 

※ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準については、

介護保険法第 78 条の 2 第 5 項により、厚生労働省令で定める基準に従い、市町

村の条例で定めることとなっている。 

  厚生労働省令で定める基準 

   ⇒ 省令…指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準(平成 18 年厚生労働省令第 34 号) 

 

  当町の条例は、上の省令で定める基準とほぼ同様の内容であるが、以下の条

項については省令とは異なるものである。 

(記録の整備) 

条例第 42 条 (略) 

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整

備し、その完結の日から介護報酬の請求に係る記録にあっては 5 年間、それ

以外の記録にあっては 2 年間、保存しなければならない。 

(1)～(7) (略) 

※その他指定地域密着型サービスについても同様。 

 

 

解釈通知 

解釈通知…指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する

基準について(平成 18 年 3 月 31 日付老計発第 0331004 号・老振発第

0331004 号・老老発第 0331017 号) 
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介護報酬 

○費用基準…指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成

18 年厚生労働省告示第 126 号) 

○留意事項通知…指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及

び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関

する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成 18 年 3 月

31 日付老計発第 0331005 号・老振発第 0331005 号・老老発第

0331018 号) 

○大臣基準告示…厚生労働大臣が定める基準(平成 27 年厚生労働省告示第 95 号) 

○施設基準…厚生労働大臣が定める施設基準(平成 27 年厚生労働省告示第 96 号) 

 

 

その他 

研修通知…「指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準及び指定地

域密着型介護予防サービスの人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介

護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研修」に規定する研修について

(平成 24 年 3 月 16 日付老高発 0316 第 2 号・老振発 0316 第 2 号・老

老発 0316 第 6 号) 

自己評価・外部評価通知…「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準」第 97 条第 7 項等に規定する自己評価・外部

評価の実施等について(平成 18 年 10 月 17 日付老計発第

1017001 号) 

 

これらは介護保険関係法令の中の特に一部を挙げたものであり、これらの他にも多

くの介護保険関係法令の通知等が存在します。 

事業所の運営においては業務管理体制が整備され、法令を遵守していることが前提

となりますので、指導時に「知らなかった」ということは通用しません。 

 

以下の書籍については、各基準や算定要件を確認するための書籍となりますので、

ぜひ購入することをお勧めします。 

①『介護報酬の解釈 1 単位数表編』 ②『介護報酬の解釈 2 指定基準編』 

③『介護報酬の解釈 3 ＱＡ法令編』 ④『介護保険六法』 

①       ②       ③       ④ 
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５．平成 30 年度の主な指摘事項について 
 

全サービス共通 

 

 

全体的な指摘事項 

全体 

各種基準・介護報酬算定要件を満たしているかを確認するための書類が不足している。  

 各種基準・介護報酬算定要件を満たしているかについては、基本的に全て書面上

において確認します。 

 基準条例等関係法令を確認の上、各種基準・介護報酬算定要件を確認するために

必要な書類を事業所として明示できることが必要ですので、書面上基準・算定要件

を満たしているかを確認できない場合は、要件を満たしていないと判断される場合

もありますのでご注意ください。 

 なお、事業所を運営する事業者本部において書類が保管されていることが多く、

実地指導で書類等を求めた際に事業所に保管していないケースがあります。 

 当町としては、事業所として指定を行っておりますので、当該事業所で実地指導

を行います。 

 事業者本部において保管することは構いませんが、書類の写しを事業所で保管す

るなど、実地指導に対応できるようにしてください。 

※ 雇用関係を証する書類(雇用契約書・労働条件通知書等)など写しを事業所に保管すべ

きでないと考えられる書類については、事業所に写しを保管することは求めませんが、

実地指導の際には当該書類の確認を行いますので必ず準備してください。 

 

 

 

人員に関する基準 

従業者の員数 

従事する職種・職務(兼務も含む)について、雇用契約書、労働条件通知書等により

明示されていない。 

 労働基準法等関係法令上の内容となりますが、従事する職種・職務等については、

雇用契約書、労働条件通知書、辞令等により、事業者が、従業者に対してその職務

に従事することを命じたことを証する書類を必ず作成してください。 

 また、雇用契約書、労働条件通知書に従業者の押印がないものもありましたので

必ず確認してください。 

 

≪根拠法令等≫ 

 労働基準法等関係法令 
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従業者の員数 

勤務実態を確認することができない。 

 勤務実態については、勤務実績表とタイムカード、出勤簿等労働時間を把握する

ための記録によって確認をしますが、一部確認ができない従業者が存在していた。 

 使用者は、「労働者(従業者)の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録

する必要」があります。原則的な方法は、タイムカード、ＩＣカード、パソコンの

使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録・管理してくだ

さい。 

 

≪根拠法令等≫ 

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン 

従業者の員数 

併設又は近接する住宅型有料老人ホーム等との勤務が明確に分けられてない。 

 事業所における勤務と住宅型有料老人ホーム等との勤務については、勤務時間に

ついて明確に分けられなければなりません。 

 併設する住宅型有料老人ホーム等の勤務については、基準上兼務することが認め

られていないものであり、明確に分けなければ基準を満たしているかを判断できま

せん。 

 全国の事業所における行政処分件数において、住宅型有料老人ホーム等に併設す

る事業所の行政処分件数の割合は非常に高いものであるので注意すること。(参考：

平成 27 年度における全国の行政処分件数 227 事業所のうち 42 事業所が住宅型有

料老人ホーム等に併設する事業所であり、全体の約 3 割である。) 

 

≪根拠法令等≫ 

 各種サービス基準の従業者の員数に関する条文等 

従業者の員数・勤務体制の確保等 

従業者の勤務実績表が作成されていない。 

 勤務実績表は、事業所がその月において、基準で定められている適正な人員をも

ってサービスを提供できたかどうかを判断する重要な書類となるため、必ず作成し

てください。 

 勤務体制については、各職種の常勤・非常勤の別、専従・兼務の関係が分かるよ

う勤務表(勤務予定表・勤務実績表)を作成してください。 

 職員の勤務状況が確認できなければ、人員基準欠如や各種加算の要件を満たさな

い状態となることがありますのでご注意ください。 

 

【勤務実績表の例】 
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≪根拠法令等≫ 

 各種サービス基準の従業者の員数に関する条文等 

運営に関する基準 

内容及び手続きの説明及び同意・運営規程 

運営規程及び重要事項説明書における利用料等の額についての記載が不足している。  

利用者負担について、平成 27 年 8 月からは 2 割負担、平成 30 年 8 月からは 3

割負担となる方もいるため、必ず改正してください。 

 

≪根拠法令≫ 

省令第 3 条の 7、省令第 3 条の 29 ほか 

内容及び手続きの説明及び同意・運営規程 

運営規程及び重要事項説明書における従業者の職種、員数及び職務の内容が、実際

の体制と異なっている。 

運営規程及び重要事項説明書に記載されている従業者の勤務体制が実際の体制と

異なっているため、修正してください。 

 

≪根拠法令等≫ 

省令第 3 条の 7、省令第 3 条の 29 ほか 
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内容及び手続きの説明及び同意 

重要事項説明書について、提供するサービスの第三者評価の実施状況が記載されて

いない。 

 平成 30 年 4 月から、重要事項説明書には、提供するサービスの第三者評価の実
施状況(実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の
開示状況)を記載することとなっているため、必ず記載してください。 
 なお、この第三者評価については、「福祉サービスの第三者評価(社会福祉法人等
の提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が
専門的かつ客観的な立場から行った評価をいう。)」のことであるが、「認知症高齢
者グループホーム(認知症対応型共同生活介護事業所)」においては、基準上、年に
1 回行わなければならない外部評価の実施をもって、この福祉サービスの第三者評
価を実施したものとみなされます。 
 

≪根拠法令等≫ 

省令第 3 条の 7 ほか 

『各種サービス』計画の作成 

『各種サービス』計画に関しての同意をサービス提供前に得ていない。 

サービス内容等への利用者又は家族の意向を反映する機会を保障するためにも、
サービス提供前にあらかじめ利用者又は利用者の家族に説明を行い、確実に同意を
得てください。 

 

≪根拠法令等≫ 
省令第 3 条の 24 ほか 

非常災害対策(定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護を除く。) 

非常災害対策に関する具体的計画が策定されていない。 

 事業者は、事業所ごとに非常災害に際して必要な具体的な計画を策定し、関係機
関への通報及び連携体制の整備、避難、救出訓練の実施等の対策の万全を期さなけ

ればなりません。 
 また、消防に関する計画以外にも風水害及び地震等に対処する計画を策定するこ
とも必要です。 
通所系サービス、入所系(入居)サービスを提供する事業所においては、厚生労働

省通知※も参考にしてください。なお、厚生労働省通知においては、非常災害対策計
画については、以下の項目を盛り込むことが考えられるとしています。 
・介護保険施設等の立地条件（地形 等） 
・災害に関する情報の入手方法（「避難準備情報」等の情報の入手方法の確認等） 
・災害時の連絡先及び通信手段の確認(自治体、家族、職員等) 
・避難を開始する時期、判断基準(「避難準備情報発令」時 等) 
・避難場所(市町村が指定する避難場所、施設内の安全なスペース 等) 
・避難経路(避難場所までのルート(複数)、所要時間 等) 

・避難方法(利用者ごとの避難方法(車いす、徒歩等) 等) 
・災害時の人員体制、指揮系統(災害時の参集方法、役割分担、避難に必要な職員数 等) 
・関係機関との連携体制 

≪根拠法令等≫ 
省令第 32 条 ほか 
※ 「介護保険施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・
徹底について」(平成 28 年 9 月 9 日付老総発第 0909 第 1 号・老高発第 0909 第
1 号・老振発 0909 第 1 号・老老発第 0909 第 1 号) 
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非常災害対策(定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護を除く。) 

避難、救出その他必要な訓練の実施記録を確認できない。 

 実施記録について、事業所において実施した記録は事業所においても保管してく

ださい。 

 

≪根拠法令等≫ 

省令第 32 条 ほか 

非常災害対策(定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護を除く。)  

非常災害に係る訓練について、地域住民の参加が得られていない。(努力義務) 

 非常災害に係る訓練の実施に当たり、できるだけ地域住民の参加が得られるよう

連携に努めなければなりません。 

 日頃から地域住民との密接な連携体制を確保するなど、訓練の実施に協力を得ら

れる体制づくりに努めてください。 

 

≪根拠法令等≫ 

省令第 82 条の 2 第 2 項 ほか 

勤務体制の確保等 

介護従業者の研修の機会の確保について、研修の実施記録を確認できない。 

 介護従業者の質の向上を図るため、研修機関が実施する研修や当該事業所内の研

修への参加の機会を計画的に確保しなければならないが、研修の実施記録(復命書・

報告書等)を指導時に確認できないので、必ず作成してください。 

 

≪根拠法令等≫ 

省令第 3 条の 30 第 4 項 ほか 

掲示 

運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資する

と認められる重要事項(重要事項説明書)が掲示されていない。 

 事業者は、事業所の見やすい場所に、重要事項説明書を掲示しなければならない

ので、必ず掲示してください。 

 

≪根拠法令等≫ 

省令第 3 条の 32 ほか 

 

秘密保持等 

従業者であった者が、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがな

いよう必要な措置が講じられていない。 

 従業者である者及び従業者であった者が、業務上知り得た利用者又はその家族の

秘密を保持することに関し、同意をしている旨がわかるようにすることが必要であ

ると考えられます。 ※誓約書など 

 

≪根拠法令等≫ 

省令第 3 条の 33 第 2 項 ほか 
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介護報酬関係 

サービス提供体制強化加算 

サービス提供体制強化加算における職員の割合を算出した書類を確認できない。 

 サービス提供体制強化加算については、職員の割合の算出に当たり、「常勤換算方

法により算出した前年度(3 月を除く。)の平均を用いること」となっており、その

ためには、毎月の勤務実績表を作成し、常勤換算方法による職員の割合の算出を行

うことが必要であると考えられます。 

 また、基本的に毎年必ず職員の割合の算出は行わなければならないものであり、

自ずと計算した書類を作成することとなると考えられます。 

 実地指導時には必ず職員の割合の算出についての確認書類を求めますので、事業

所が算定要件を満たしているかどうか確認してください。 

 

 なお、当町のホームページにおいて、「サービス提供体制強化加算に係る計算シー

ト及び職員割合算出表」を掲載しておりますので、ご活用ください。 

町ホームページ URL 

⇒ http://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/index.cfm/7,10492,26,335,html 
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地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護 

 

人員に関する基準 

従業者の員数 

一部、基準上必要な従業者の員数を満たしていない。 

 地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護事業所においては、機能訓練指導

員の配置は必須となります。 

 

≪根拠法令等≫ 

 省令第 20 条第 4 号、第 42 条第 3 号 

運営に関する基準 

地域密着型通所介護(認知症対応型通所介護)計画の作成 

管理者が地域密着型通所介護(認知症対応型通所介護)計画の作成・説明・交付を行

っていない。 

 地域密着型通所介護(認知症対応型通所介護)計画は、基準上、管理者が作成・説

明・交付を行うものです。 

 管理者が作成・説明交付すべきところを生活相談員その他の従業者に行わせる場

合には、管理者が確認したことを書面上わかるようにしてください。 

 また、地域密着型通所介護(認知症対応型通所介護)計画は、「サービスの提供に関

わる従業者が共同して個々の利用者ごとに作成するもの」であるため、サービスの

提供に関わる従業者が共同して作成したことが書面上わかるようにしてください。 

※ 参考…「通所介護、地域密着型通所介護及び短期入所生活介護における個別機

能訓練加算に関する事務処理手順及び様式例の提示について」(平成 27

年 3 月 27 日付老振発第 0327 第 2 号)別紙様式 4 

 

≪根拠法令等≫ 

 省令第 27 条各項、第 52 条各項 

 解釈通知第 3 の 2 の 2 の 3 の(3)、第 3 の 3 の 3 の(2) 

内容及び手続きの説明及び同意 

サービスの利用料について、地域密着型通所介護(認知症対応型通所介護)計画上、

計画している時間数に対応した料金の記載がない。 

 重要事項説明書に記載するサービスの利用料について、地域密着型通所介護(認

知症対応型通所介護)のサービスは、１時間ごとに介護報酬の単位数が異なってお

ります。 

 各利用者において、地域密着型通所介護(認知症対応型通所介護)計画上に位置付

ける時間数は異なるものであると思いますが、計画上位置付けている時間数に応じ

た料金は必ず記載してください。 

 

≪根拠法令≫ 

省令第 37 条(第 3 条の 7 準用)、省令第 61 条(第 3 条の 7 準用) 

費用基準別表第 2 の 2 のイ、別表第 3 のイ、ロ 
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介護報酬関係 

個別機能訓練加算(Ⅰ)(Ⅱ)(地域密着型通所介護) 

個別機能訓練加算(認知症対応型通所介護) 

3 月に 1 回以上の訪問・説明を実施していない。 

 個別機能訓練加算の算定にあたっては、機能訓練指導員等が個別機能訓練計画を

作成し、開始時及び 3 月に 1 回以上、利用者の居宅に訪問した上で、利用者又は利

用者の家族に対して、個別機能訓練の内容、評価、進捗状況等を説明し、必要に応

じて計画の見直し等を行う必要があります。 

 また、個別機能訓練計画については、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生

活相談員その他の職種の者が共同して作成する必要があるため、共同して作成した

ことが書面上わかるようにしてください。 

 

≪根拠法令等≫ 

留意事項通知第 2 の 3 の２の(10)、第 2 の 4 の(5) 
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認知症対応型共同生活介護・看護小規模多機能型居宅介護 

 

設備に関する基準 

登録定員及び利用定員(看護小規模多機能型居宅介護) 

登録定員が明確に規定されていない。 

 登録定員は「○人以下」ではなく、明確に「○人」と位置付けること。 

 

≪根拠法令等≫ 

 省令第 174 条 

運営に関する基準 

入退居(認知症対応型共同生活介護) 

入居に際して、主治の医師の診断書等により、入居申込者が認知症である者の確認

ができていない。(入居前の確認をせず、入居後に確認している。) 

 入居に際しては、主治の医師の診断書等により認知症である者の確認をしなけれ

ばならないが、入居後に確認を行っているため、必ず入居前に認知症であるかの確

認を行ってください。 

 なお、南部町では、認知症である者の確認については、「認知症対応型共同生活介

護の入居基準について」(平成 26 年 5 月 8 日付事務連絡・南部町健康福祉課長通

知)により通知しています。 

 

≪根拠法令等≫ 

省令第 94 条第 2 項 

サービスの提供の記録(認知症対応型共同生活介護) 

入退居に際しての入退居年月日及び入居している共同生活住居の名称を、利用者の

被保険者証に記載していない。 

 

 入退居に際しての入退居年月日及び入居している共同生活住居の名称を必ず利

用者の被保険者証に記載してください。 

 

≪根拠法令等≫ 

省令第 95 条 

指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針 

身体的拘束の適正化のための対策を検討する委員会が 3 月に 1 回以上開催されて

いない。(認知症対応型共同生活介護) 

 標記の委員会は 3 月に 1 回以上開催することが義務付けられていますので必ず
開催してください。 
 また、開催した際は開催した記録(復命書・報告書)を必ず作成してください。 
 

≪根拠法令等≫ 

省令第 97 条第 7 項第 1 号 

解釈通知第 3 の 5 の 4 の(4)の④ 
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指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針 

身体的拘束等の適正化のための指針が整備されていない。 

 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、以下の項目を盛り込んだ指針を作成す

る必要がありますので、事業所における指針を今一度確認してください。 

 イ 事業所における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方 

 ロ 身体的拘束等適正化委員会その他事業所内の組織に関する事項 

 ハ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

 ニ 事業所内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針  

 ホ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針 

 へ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

 ト その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 

 

≪根拠法令≫ 

省令第 97 条第 7 項第 2 号 

解釈通知第 3 の 5 の 4 の(4)の⑤ 

指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針 

介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を実施して

いない。また、実施していてもその記録がない。 

 身体的拘束等の適正化のための研修については、事業者が指針に基づいた研修プ

ログラムを作成し、定期的な教育(年 2 回以上)を開催するとともに、新規採用時に

は必ず当該研修を行う必要があります。 

 また、研修の実施内容は必ず記録することが必要です。 

 

≪根拠法令≫ 

省令第 97 条第 7 項第 3 号 

解釈通知第 3 の 5 の 4 の(4)の⑥ 
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指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針 

指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針 

身体拘束等を行うに必要な利用者及び利用者の家族への説明・同意を、身体拘束等

の実施後に同意を得ている。 

身体拘束等をやむを得ず行う際には、利用者及び利用者の家族への説明・同意を

身体拘束実施前に得なければなりません。 

基本的にサービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命また

は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行うことはでき

ません。 

「緊急やむを得ない場合」として身体拘束等が必要な場合は以下の 3 つの要件す

べてに該当する必要があります。 

①切迫性：利用者本人又は他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可

能性が著しく高いこと。 

②非代替性：身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこ

と。 

③一時性：身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。 

身体拘束等は③にあるように、原則として一時的なものとなる。そのため、漫然

と身体拘束等を行うことは許されないものである。 

 

≪根拠法令等≫ 

省令第 97 条第 5 項・第 6 項、第 177 条第 5 号・第 6 号 

解釈通知第 3 の 5 の４の(4)の③、第 3 の 8 の 4 の(1)の③ 

指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針 

指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針 

身体拘束等を実施した際の心身の状態等の観察、記録が行われていない。 

 身体拘束等を緊急やむを得ず行った場合には、その態様及び時間、その際に利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を必ず記録すること。 

 

≪根拠法令等≫ 

省令第 97 条第 5 項・第 6 項、第 177 条第 5 号・第 6 号 

解釈通知第 3 の 5 の４の(4)の③、第 3 の 8 の 4 の(1)の③ 

指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針 

通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続いている。 

 看護小規模多機能型居宅介護は、通いサービスの利用者が登録定員に比べて著し

く少ない状態が続くものであってはならない。 

 「通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない」とは、登録定員のお

おむね 3 分の 1 以下が目安となる。登録定員が 25 人の場合は通いサービスの利用

者が 8 人以下であれば、著しく少ない状態である。 

 

≪根拠法令等≫ 

省令第 177 条第 7 号 

解釈通知第 3 の 8 の 4 の(1)の④ 
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指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針 

訪問サービス、通いサービス及び宿泊サービスの回数等が運営推進会議において報

告されていない。 

 看護小規模多機能型居宅介護は、「制度上週 1 回程度の利用であっても所定単位

数の算定が可能であるが、利用者負担等も勘案すれば、このような利用は必ずしも

合理的ではなく、運営推進会議に通いサービス等の回数等を報告し、適切なサービ

ス提供であるかどうかの評価を受けることが必要となる」ため、運営推進会議の場

で毎回報告を行い、評価を受けるとともに、必要な助言を受けてください。 

 

≪根拠法令等≫ 

解釈通知第 3 の 8 の 4 の(1)の① 

指定看護小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針 

毎日宿泊サービスを利用している。 

 看護小規模多機能型居宅介護は、通いサービスを中心として、利用者の様態や希

望に応じて、訪問サービスや宿泊サービスを組み合わせてサービスを提供するとい

う弾力的なサービスが基本であり、宿泊サービスの上限は設けず、重度の者であれ

ば、運営推進会議に対し報告し、評価を受けることを前提として、ほぼ毎日宿泊す

る形態も考えられます。 

 

≪根拠法令等≫ 

解釈通知第 3 の 8 の 4 の(1)の① 

勤務体制の確保等(認知症対応型共同生活介護のみ) 

勤務体制(予定表・実績表)について、共同生活住居ごとに作成されていない。 

 勤務体制を定めるにあたっては、共同生活住居ごとに、介護従業者の日々の勤務

体制、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、夜間及び深夜の担当者等を明確に

する必要がありますので、勤務体制(予定表・実績表)は共同生活住居ごとに作成し

てください。 

 

≪根拠法令等≫ 

省令第 103 条第 1 項 

解釈通知第 3 の 5 の 4 の(9)の① 

介護報酬関係 

医療連携体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(認知症対応型共同生活介護のみ) 

重度化した場合における対応の指針について、入居の際に利用者又はその家族等に

説明し、同意を得ていない。 

 医療連携体制加算の算定においては、貴事業所における重度化した場合における

対応の指針について、必ず入居の際に同意を得なければなりません。 

 

≪根拠法令等≫ 

別表第 5 のニ 

施設基準第 34 

留意事項通知第 2 の 6 の(9) 
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看取り介護加算(認知症対応型共同生活介護のみ) 

看取りに関する職員研修の実施記録を確認できない。 

 看取り介護加算を算定するために必要な看取りに関する研修について、研修を実
施した記録がなければなりませんので、実施した際は必ず作成してください。 
 

≪根拠法令等≫ 

施設基準 33 

留意事項通知第 2 の 6 の(7) 

訪問体制強化加算(看護小規模多機能型居宅介護のみ) 

利用者又は利用者の家族の同意が得られていない。 

 看護体制強化加算の算定に当たっては、事業所の看護師等が、当該加算の内容に
ついて利用者又はその家族への説明を行い、同意を得なければならない。 
 

≪根拠法令≫ 

留意事項通知第 2 の 9(17) 

看護体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ) (看護小規模多機能型居宅介護のみ) 

利用者又はその家族への説明・同意が行われていない。 

 看護体制強化加算の算定については、利用者又はその家族への説明を行い同意を
得ることが必要であるが、同意が得られていない。 
 

≪根拠法令等≫ 

留意事項通知第 2 の 9 の(16) 

サービス提供体制強化加算(看護小規模多機能型居宅介護のみ) 

従業者ごとの研修計画が策定されていない。 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所におけるサービス提供体制強化加算の算定
に当たっては、従業者ごとに研修計画を作成し、研修を実施すること(予定も含む。)

が必要であるが、個々の従業者ごとの研修計画が策定されていない。 
 

≪根拠法令≫ 

大臣基準告示 80 

留意事項通知第 2 の 9 の(19) 

サービス提供体制強化加算(看護小規模多機能型居宅介護のみ) 

利用者に関する情報や留意事項の伝達又は従業者の技術指導を目的とした会議の

定期的な開催における記録の記載事項が不足している。 

 「利用者に関する情報や留意事項」については、少なくとも次に掲げる事項につ
いて、その変化の動向を含め記載しなければならない。 
 ・利用者のＡＤＬや意欲 
 ・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 

 ・家庭環境 
 ・前回のサービス提供時の状況 
 ・その他サービス提供に当たって必要な事項 
 

≪根拠法令等≫ 

 大臣基準告示 80 

 留意事項通知第 2 の 9 の(19) 
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６．平成 30 年度の主な助言事項について 
 

全サービス共通 

 

運営に関する基準 

『各種サービス』計画の作成 

長期目標、短期目標が画一的な内容となり、目標が達成されていても変更されてい

ない。ケアマネジメントの一連の流れを大切にし、利用者本位の自立を目指したプ

ランを作成すること。 

ケアプラン作成の一連の流れは①アセスメント（課題分析）⇒②ケアプラン原案の作成

P：計画⇒③サービス担当者会議⇒④ケアプランの実行 D：実行⇒⑤モニタリング C：評価

⇒A：修正・改善①再アセスメント⇒②プラン修正・改善となります。 

アセスメントは課題の整理・抽出に重要なものとなります。心身に関する情報収集だけでな

く、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握

するとより良いアセスメントができると考えられます。 

計画作成では、アセスメントから導き出した課題に対し、最終的に目指す姿として「長期目

標」、長期目標を達成するために段階的に評価のできる目標として「短期目標」を設定するもの

です。特に、短期目標は具体的で実現可能なものとしましょう。目標については、サービス内容

を記載するものではありません、利用者主体の「できること」を設定してください。 

計画の作成には介護従業者、看護師等、関係する職員とも協議の上、介護計画の作成・

変更を行い、チームでケアできるようにすることが重要となります。 

また、目標の期間については○年○月○日～○年○月○日と記載し、評価時期が明確に

わかるようにしてください。 

 

衛生管理等 

感染症等の対策のための事業所における衛生マニュアルを作成すること 

 事業所において、研修会の資料やインターネットで取得した資料等をマニュアル
としている事業所も見られたが、実際に、事業所において感染症等が発生した場合
に、事業所としてどのような連絡体制、対応をとるかを定めた事業所としての衛生
マニュアル等を作成するのがよいと考えられます。 
 「高齢者介護施設における感染対策マニュアル」(平成 24 年度厚生労働省老人保

健健康増進等事業)の P13 においても、事業所におけるマニュアルの整備について
明記されておりますので、作成することを推奨します。 
 

≪関係法令等≫ 

省令第 3 条の 31 ほか 
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苦情処理 

苦情処理マニュアル等を作成すること。 

 苦情を処理するために講ずる措置の概要を定めていることはもちろんですが、実
際に苦情があった際の記録のための様式や、苦情に対しての組織としての対応方法
等を記載したマニュアルを作成し、事業所としての対応方法等を定めるのが良いと
考えられます。 
 また、意見・要望等についても記録を残すことが必要であると考えられます。そ
れについてどのように検討したか、対応が必要であったのであればどのように対応
したかを事業所内で記録を残しておくことは、提供するサービスの質の向上につな
がるものであると考えられます。 
 

≪関係法令等≫ 

省令第 3 条の 36 ほか 

事故発生時の対応 

事故対応マニュアルを作成すること。 

 解釈通知において、「利用者に対する指定『各種サービス』の提供により事故が発

生した場合の対応方法については、あらかじめ指定『各種サービス』事業者が定め

ておくことが望ましいこと」とされておりますので、事業所ごとの事故対応マニュ

アルを作成することを推奨します。 

 

≪関係法令等≫ 

 省令第 3 条の 38 ほか 

 解釈通知第 3 の 1 の 4 の(27) ほか 

その他 

各種マニュアルについては、常に最新のものを事業所で保管すること 

 上記のマニュアルについて、作成している事業所はありましたが、実地指導に行

った際に、マニュアルが古いものから新しいものまで散在しているケースが見られ

ましたので、最新のマニュアルを事業所において保管してください。 
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地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護 

 

運営に関する基準 

地域密着型通所介護(認知症対応型通所介護)計画の作成 

利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、個別性のある計

画を作成すること。 

地域密着型通所介護(認知症対応型通所介護)計画は、居宅サービス計画に基づき

作成されるものであり、介護支援専門員と連携しながら、利用者のニーズに沿った

支援を実践するための基本となるものです。アセスメントから利用者の要介護状態

の軽減や悪化の防止に資するよう、個別・具体的な目標を設定し、漫然と継続しな

いようにしてください。 

また、目標の期間については○年○月○日～○年○月○日と記載し、評価時期が

明確にわかるようにしてください。 

 

地域密着型通所介護(認知症対応型通所介護)計画の作成 

平成 30 年 4 月から費用基準の改正が行われたことに伴い、サービス提供時間が 1

時間ごとに異なる介護報酬となったことから、利用者に対する地域密着型通所介護

(認知症対応型通所介護計画)に位置付けるサービス提供時間について見直しを検討

すること。 

 地域密着型通所介護(認知症対応型通所介護)計画上に位置付けるサービス提供時
間は、地域密着型通所介護(認知症対応型通所介護)の介護報酬に直結すいるもので
あり、当該サービスの介護報酬は、平成 30 年 4 月から「ｎ時間以上(ｎ＋1)時間未

満」と 1 時間ごとに異なる単位数に改正されました。 
 そのため、例えば、計画上サービス提供時間を 9 時 00 分～16 時 00 分と位置付
けた場合には、所要時間は 7 時間 00 分となり、【7 時間以上 8 時間未満】の介護報
酬を請求することとなりますが、極端に言えば、計画上位置付ける時間が 1 分少な
いだけで、所要時間は 6 時間 59 分となり、【6 時間以上 7 時間未満】の介護報酬の
請求となってしまいます。介護報酬が変わることは、利用者の負担額にも直接影響
することとなるため、その点を考慮すると、計画上位置付けるサービス提供時間に
ついては、余裕のある時間設定とすることが望ましいと考えられます。 
 

≪関係法令等≫ 
費用基準別表 2 の 2 のイ ほか 

 


